
R7.8 

情報共有システムの活用に係る特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が発注する工事仕様書に定めるものの

ほか、情報共有システムの活用に関し必要な事項を定めるものである。 

（情報共有システムの活用について）  

第２条 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することによって業務効率化を実

現する情報共有システムを活用するものとする。ただし、工事の内容や規模、地域要件等を

勘案し、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りではない。  

実施にあたっては、『埼玉県建設工事情報共有システム実施要領』に基づくものとするの

で予め県のウェブページを参照すること。  

URL https://www.pref.saitama.lg.jp/a1001/kojijyoho_kyoyusystem_doboku.html 

（その他） 

第３条 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 

 

 


